
非農地証明 提出書類

・願出書 ２部

・位置図（案内図） １部

・土地の登記事項証明書 １部

…原本※取得後３ヶ月以内

佐野法務局証明サービスセンター（市役所内）宇都宮法務局足利市局

・公図 １部

…※取得後３ヶ月以内 原本でない場合は代理人の原本証明

・現況土地利用図（縮尺２５０分の１～３００分の１） １部

…現地と現地の周辺の状況がわかるような平面図

※隣接地の地番、地目、所有者を明示（公図の写しに記載も可）

・非農地であることを証する資料 １部

…空中写真撮影記録証明書、立木証明、家屋評価証明書など

・委任状 １部

…本人以外の申請の場合

行政書士以外が代理人になる場合は個人の住所、氏名

・住民票又は法人登記簿謄本 １部

…願出人と土地の登記事項証明書の住所・氏名が異なる場合

・位置特定図（求積図） ２部

…申請地が一筆全体ではなく、一部の場合


